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１０月２８日(火)現在、見附市と後期高齢者医療広域連合システムをつなぐネ

ットワークに障害が発生し、後期高齢者医療制度に関する業務が制限されている

状況となっております。 

 

●制限の内容 

・資格確認書の即時発行ができません。 

 （障害復旧後、郵送いたします） 

・各種申請、届出の受付は可能ですが、確認のため、お時間をいただきます。 

●原因は、現在調査中です。 

●復旧の見込みは、未定です。 

 

なお、医療機関の受診には支障ありません。 

 

ご迷惑をおかけし、大変申し訳ありません。 

原因や復旧見込み等は、わかり次第お知らせします。 

 

 

【本件の問合せ先】 

健康福祉課国民健康保険係 担当:早川 ☎（0258）61-1380 

見附のイメージキャラクター 

ミッケ 

【見附市後期高齢者医療制度】 

システムに通信障害が発生しています（第一報） 


